
市有地の不動産証券化を活用した中学校給食提供事業者誘致事業公募型プロポーザル募集要項 新旧対照表 

（ 修 正 前 ） （ 修 正 後 ） 

（省 略） （省 略） 

6-1-4審査基準 

【別紙１】審査基準に示す。 

6-1-4審査基準 

【別紙１】審査基準、【別紙２】減点基準に示す。 

（省 略） （省 略） 

6-4-5構成企業の変更及び追加 

参加資格確認基準日以降に、参加表明者の構成企業の全部又は一部

が参加資格要件を満たさなくなったときは、原則として優先交渉権者決定

のための審査から除外する。 

また、参加資格確認基準日以降の参加表明者の構成企業の入れ替え、

追加、脱退（以下「構成企業の変更」という。）は、原則として認めない。 

ただし、構成企業の合併や再編等の場合は、事前に市と協議を行い、

指定する書類により申請を行ったときは、構成企業の変更などを認める。 

6-4-5構成企業の変更及び追加 

参加資格確認基準日以降に、参加表明者の構成企業の全部又は一部

が参加資格要件を満たさなくなったときは、原則として優先交渉権者決定

のための審査から除外する。 

また、参加資格確認基準日以降の参加表明者の構成企業の入れ替え、

追加、脱退（以下「構成企業の変更」という。）は、原則として認めない。 

ただし、構成企業の合併や再編等の場合は、事前に市と協議を行い、

指定する書類（様式②）により申請を行ったときは、構成企業の変更などを

認める。 

（省 略） （省 略） 

8-2参加資格審査書類の取り扱い 

①～④ （省 略） 

⑤その他 

・参加資格審査結果において参加資格があると認められた者であっ

ても、市に提出した書類などに虚偽の記載をし、若しくは重要な事実

について記載をしなかったことが判明した場合は、当該審査結果を取

り消すものとする。 

・参加表明書等の提出以後、参加資格審査結果において参加資格

があると認められた者であって入札及び提案審査書類の提出を辞退

する場合は、辞退届（様式 ）を提案審査書類の受付期限までに提出

すること。 

8-2参加資格審査書類の取り扱い 

①～④ （省 略） 

⑤その他 

・参加資格審査結果において参加資格があると認められた者であっ

ても、市に提出した書類などに虚偽の記載をし、若しくは重要な事実

について記載をしなかったことが判明した場合は、当該審査結果を取

り消すものとする。 

・参加表明書等の提出以後、参加資格審査結果において参加資格

があると認められた者であって入札及び提案審査書類の提出を辞退

する場合は、辞退届（様式③）を提案審査書類の受付期限までに提

出すること。 

（省 略） （省 略） 



（ 修 正 前 ） （ 修 正 後 ） 

様式8-3-1（6）□ 業務実績 様式8-3-1（6）□ 事業実績 

（省 略） （省 略） 

様式8-3-2（1）□ 税に滞納が無いことこの証明 様式8-3-2（1）□ 税に滞納が無いことの証明 

（省 略） （省 略） 

様式11-1-1（1）□ 要求水準にかかる誓約書 様式11-1-1（1）□ 要求水準に係る誓約書 

（省 略） （省 略） 

様式11-5-1（2）□ その他全体に関する提案 （削 除） 

（省 略） （省 略） 

様式11-7-1（1）□ 別途様式（詳細内訳明細については自由様式） 様式11-7-1（1）□ その他全体に関する提案 

（省 略） （省 略） 

様式11-8-1（1）□ 価格提案書（様式11-8） 様式11-8-1（1）□ 価格提案書 

様式11-8-1（2）□ 提案金額見積書（様式11-8） 様式11-8-1（1）□ 提案金額見積書 

（省 略） （省 略） 

 


